
共済金の種類 お支払い事由 共済金

死亡弔慰金

被共済者（組合員）の死亡 500,000円

配偶者の死亡 （内縁関係・同性パートナーを含
む） 200,000円

子の死亡 実子・養子・継子とそれぞれの配偶者 50,000円

親の死亡 組合員と配偶者のそれぞれの�
実父母・養父母・継父母 10,000円

重度障害 
見舞金 被共済者（組合員）の重度障がい 500,000円

結婚祝金 結婚（内縁関係の配偶者・同性パートナーとの結婚を
含む） 10,000円

退職餞別金 退職による組合からの脱退 18,000円

住宅災害 
見舞金

火災等［火災、落雷、破裂・爆発など］
全焼・全損 70%以上 400,000円

半焼・半損

50%〜70%未満 360,000円

30%〜50%未満 280,000円

20%〜30%未満 200,000円

一部焼・一部損

10%〜20%未満 120,000円

5%〜10%未満 80,000円

5%未満で損害額が�
2,000円以上の場合

20,000円�
以内※

自然災害
風水害等［暴風雨、洪水、降雪など］

全損・流失 70%以上 160,000円

半損 20%〜70%未満 80,000円

一部損

損害額が100万円を�
超える場合 16,000円

損害額が20万円を超え�
100万円以下の場合 4,800円

床
上
浸
水

全床面積�
50%以上に�
わたる浸水

150㎝以上 80,000円

100〜150㎝未満 54,000円

70〜100㎝未満 38,000円

40〜70㎝未満 26,000円

40㎝未満 16,000円

全床面積�
50%未満の浸水

100㎝以上 16,000円

100㎝未満 4,800円

地震等［地震、噴火、津波など］
全損・流失 70%以上 50,000円

大規模半損 50%〜70%未満 30,000円

半損 20%〜50%未満 25,000円

一部損 損害額が20万円を�
超える場合 5,000円

同居親族の死亡 20,000円

※�「一部焼・一部損」の5％未満は、20,000円を上限に実損額を支払います。なお、建物に損害
がない場合でも、家財に2,000円以上の損害があれば支払います。
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